
【修正後】公立大学法人大阪第１期中期計画（素案） 【修正前】公立大学法人大阪第１期中期計画（素案） 委員からの意見等 修正内容等

【１】「新大学実現に向けた準備を進めつ
つ」というのは、表現が弱いのではない
か。

第１ 中期計画の期間 第１ 中期計画の期間

 公立大学法人大阪の中期目標（2019年度から2024年度までの６年間）
を達成するために、中期計画を定める。

 公立大学法人大阪の中期目標（2019年度から2024年度までの６年間）
を達成するために、中期計画を定める。

（はじめに）
 公立大学法人大阪は、旧公立大学法人大阪府立大学と旧公立大学法人
大阪市立大学の新設合併により2019年４月１日に設立され、新たなスタート
を切った。
 2019年４月から第１期中期計画期間が始まるにあたり、設立団体である大
阪府及び大阪市により示された第１期中期目標を受け、法人において検討
を行い、中期計画を取りまとめた。
 本計画では、法人が設置し、管理運営する大阪府立大学（以下「府大」とい
う。）、大阪市立大学（以下「市大」という。）及び大阪府立大学工業高等専門
学校（以下「高専」という。）が２大学・１高専のシナジー効果を発揮すること
により、重点的な目標として位置付ける「先端的・異分野融合型研究の推進
による高度研究型大学の実現」、「応用力や実践力を備えた国際力豊かな
高度人材の育成」、「都市問題の解決や産業競争力の強化による大阪の発
展への貢献」の実現を図る。
 また、２大学・１高専における、これまでの様々な取組や活動成果をしっか
りと継承・発展させるとともに、「都市シンクタンク」と「技術インキュベーショ
ン」の二つの新たな機能を充実・強化することにより、大阪の発展を牽引す
る知の拠点をめざす。
 さらに、大学業務における連携・共同化等、府大と市大との統合による新
大学実現に向けた準備を進め、一つの新たな法人のもとガバナンスを強化
し、新しい価値を創造することにより、府大及び市大（以下「両大学」という。）
並びに高専のさらなる価値向上を図る。

（はじめに）
 公立大学法人大阪は、旧公立大学法人大阪府立大学と旧公立大学法人
大阪市立大学の新設合併により2019年４月１日に設立され、新たなスタート
を切った。
 2019年４月から第１期中期計画期間が始まるにあたり、設立団体である大
阪府及び大阪市により示された第１期中期目標を受け、法人において検討
を行い、中期計画を取りまとめた。
 本計画では、法人が設置し、管理運営する大阪府立大学（以下「府大」とい
う。）、大阪市立大学（以下「市大」という。）及び大阪府立大学工業高等専門
学校（以下「高専」という。）が２大学・１高専のシナジー効果を発揮すること
により、重点的な目標として位置付ける「先端的・異分野融合型研究の推進
による高度研究型大学の実現」、「応用力や実践力を備えた国際力豊かな
高度人材の育成」、「都市問題の解決や産業競争力の強化による大阪の発
展への貢献」の実現を図る。
 また、２大学・１高専における、これまでの様々な取組や活動成果をしっか
りと継承・発展させるとともに、「都市シンクタンク」と「技術インキュベーショ
ン」の二つの新たな機能を充実・強化することにより、大阪の発展を牽引す
る知の拠点をめざす。
 さらに、大学業務における連携・共同化等、府大と市大との統合による新
大学実現に向けた準備を進めつつ、一つの新たな法人のもとガバナンスを
強化し、新しい価値を創造することにより、府大及び市大（以下「両大学」と
いう。）並びに高専のさらなる機能向上を図る。

【１】
○「新大学実現に向けた準備を進め」に中
期計画を修正します。
○「さらなる機能向上を図る。」→「さらなる
価値向上を図る。」に中期計画を修正しま
す。（中期目標の表記に合わせます。）

公立大学法人大阪 第１期中期計画（素案）の修正等について
資料２

1 ページ



第２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 第２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置

１ 大阪府立大学の教育研究に関する目標を達成するための措置 １ 大阪府立大学の教育研究に関する目標を達成するための措置

(1)教育に関する目標を達成するための措置 (1)教育に関する目標を達成するための措置

ア 人材育成方針及び教育内容
・ 学士課程教育の質の向上を図り、全学教員による教養・基礎教育、専門
教育の充実に取り組む。特に、教養教育や汎用的な能力及び研究・職業倫
理涵養のための科目の充実や、学生の主体的な学修を促進するためアク
ティブラーニングを活用した科目の拡充に取り組む。
・ 獣医師など専門職種に関する国家試験については引き続き高い合格率
を維持できるよう一層の教育内容及び方法の充実に取り組む。
・ 地域再生（ＣＲ）副専攻などの地域志向型のカリキュラムに基づく教育を
推進する。
・ 大学院課程の教育研究の質の向上を図り、共通教育や高度な研究を通
じての専門教育の充実に取り組む。高い専門性と実践力、倫理観を育成す
る教育を展開するとともに、研究指導の充実に取り組む。
・ リーディング大学院のプログラムの全学展開等を通じて、産学協同で産
業界を牽引する人材の育成に継続的に取り組む。

ア 人材育成方針及び教育内容
・ 学士課程教育の質の向上を図り、全学教員による教養・基礎教育、専門
教育の充実に取り組む。特に、教養教育や汎用的な能力及び研究・職業倫
理涵養のための科目の充実や、学生の主体的な学修を促進するためアク
ティブラーニングを活用した科目の拡充に取り組む。
・ 獣医師など専門職種に関する国家試験については引き続き高い合格率
を維持できるよう一層の教育内容及び方法の充実に取り組む。
・ 地域再生（ＣＲ）副専攻などの地域志向型のカリキュラムに基づく教育を
推進する。
・ 大学院課程の教育研究の質の向上を図り、共通教育や高度な研究を通
じての専門教育の充実に取り組む。高い専門性と実践力、倫理観を育成す
る教育を展開するとともに、研究指導の充実に取り組む。
・ リーディング大学院のプログラムの全学展開等を通じて、産学協同で産
業界を牽引する人材の育成に継続的に取り組む。

【２】教育研究についても、府大・市大で記
載を合わせることができるところがあれ
ば、合わせてはどうか。

【２】
★達成水準を修正します。
【地域志向型のカリキュラムの推進】
・地域再生（CR）副専攻の継続
・地域志向型のカリキュラムの検証及び改
善策の策定・実施
≪現行の達成水準≫
【地域志向型のカリキュラムの推進】
・地域再生（CR）副専攻の継続
・地域志向型のカリキュラムの履修者数・修了者数
の増加

イ グローバル人材の育成
・ 異文化理解やコミュニケーション力などの基盤となる外国語運用力の向
上と国際的な幅広い教養の育成を図るため、外国語カリキュラム充実や各
種講座、英語論文指導などの取組を更に強化する。また、英語を使用する
科目を増やし、より高度な能力の育成を図る。さらに、大学院課程における
海外からの留学生受入れ環境の整備を進め、英語で学位を取得できるコー
スの拡大につなげる。
・ 海外における実践的能力を修得する機会の拡充を図るため、海外派遣プ
ログラムや海外留学奨学金制度、認定留学制度などの海外への留学支援
事業を強化する。また、優秀な外国人学生を受け入れるため、外国人留学
生に対する支援制度を充実させ、学生の交流を促進する。

イ グローバル人材の育成
・ 異文化理解やコミュニケーション力などの基盤となる外国語運用力の向
上と国際的な幅広い教養の育成を図るため、外国語カリキュラム充実や各
種講座、英語論文指導などの取組を更に強化する。また、英語を使用する
科目を増やし、より高度な能力の育成を図る。さらに、大学院課程における
海外からの留学生受入れ環境の整備を進め、英語で学位を取得できるコー
スの拡大につなげる。
・ 海外における実践的能力を修得する機会の拡充を図るため、海外派遣プ
ログラムや海外留学奨学金制度、認定留学制度などの海外への留学支援
事業を強化する。また、優秀な外国人学生を受け入れるため、外国人留学
生に対する支援制度を充実させ、学生の交流を促進する。

【３】「海外からの留学生受入れ環境の整
備を進め」というのは、大学院に限らない
と思うので、「海外からの留学生受入れ環
境の整備を進め、大学院課程における英
語で学位を取得できるコースの拡大につ
なげる。」に文章を修正した方がよいので
はないか。

【３】「海外からの留学生受入れ環境の整
備を進め」については、府大の場合、大学
院課程を先行させているため、このような
表記としています。

ウ 教育の質保証等
・ 学生の身に付けるべき能力を明確化したディプロマ・ポリシー達成のため
に、適切にカリキュラム・ポリシーが策定され、そのポリシーに基づいて教育
が実施されているか、また、学生がディプロマ・ポリシーに掲げる学修成果を
達成しているかについての検証体制を整備し、継続的に維持・向上を図る。
カリキュラム・ポリシーに基づく体系的なカリキュラムを整備・充実させるとと
もに、ディプロマ・ポリシーに基づく適切な成績評価を実施する。
・ ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を推進し、教員の教育力の向上に取
り組む。ポートフォリオシステムや学生調査結果を活用し組織的な教育改善
に取り組む。
・ 科目ナンバリングの活用や英語による授業の導入を推進し、教育カリ
キュラムの国際通用性を向上させ、ダブルディグリープログラム等による学
生の受入れ・派遣の拡大を推進する。

ウ 教育の質保証等
・ 学生の身に付けるべき能力を明確化したディプロマ・ポリシー達成のため
に、適切にカリキュラム・ポリシーが策定され、そのポリシーに基づいて教育
が実施されているか、また、学生がディプロマ・ポリシーに掲げる学修成果を
達成しているかについての検証体制を整備し、継続的に維持・向上を図る。
カリキュラム・ポリシーに基づく体系的なカリキュラムを整備・充実させるとと
もに、ディプロマ・ポリシーに基づく適切な成績評価を実施する。
・ ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を推進し、教員の教育力の向上に取
り組む。ポートフォリオシステムや学生調査結果を活用し組織的な教育改善
に取り組む。
・ 科目ナンバリングの活用や英語による授業の導入を推進し、教育カリ
キュラムの国際通用性を向上させ、ダブルディグリープログラム等による学
生の受入れ・派遣の拡大を推進する。

2 ページ



エ 学生支援の充実等
・ 多様な学生への経済的支援、心身の健康支援、各種相談体制の整備等
の学生生活を過ごすにあたり必要となる支援を充実する。
・ アジアをはじめとする海外からの留学生の受入れ環境づくりを進めるた
め、留学生へのチューターの配置や生活・経済的支援などの必要となる支
援を行う。
・ 学生へのキャリアサポートの強化を図り、学士課程の就職率については
95％以上を確保する。特に、留学生向け就活セミナーなどのキャリアサポー
トを充実する。また、就職先企業等における卒業生に対する評価の把握を
計画的に実施する。
・ 障がいのある学生に対する支援として、合理的配慮の提供を円滑に実施
する。
・ 学生の学習支援の充実や自主学習環境の向上を図るため、学生アドバ
イザー制度をはじめとする取組やＩＣＴの活用などを推進する。

エ 学生支援の充実等
・ 多様な学生への経済的支援、心身の健康支援、各種相談体制の整備等
の学生生活を過ごすにあたり必要となる支援を充実する。
・ アジアをはじめとする海外からの留学生の受入れ環境づくりを進めるた
め、留学生へのチューターの配置や生活・経済的支援などの必要となる支
援を行う。
・ 学生へのキャリアサポートの強化を図り、学士課程の就職率については
95％以上を確保する。特に、留学生向け就活セミナーなどのキャリアサポー
トを充実する。また、就職先企業等における卒業生に対する評価の把握を
計画的に実施する。
・ 障がいのある学生に対する支援として、合理的配慮の提供を円滑に実施
する。
・ 学生の学習支援の充実や自主学習環境の向上を図るため、学生アドバ
イザー制度をはじめとする取組やＩＣＴの活用などを推進する。

【４】多様な進路選択が可能な今の時代
に、就職率の目標数値をわざわざ記載す
る必要はないのではないか。

【４】★就職を希望する学生についての目
標数値であることを達成水準に明記しま
す。
・学士課程の就職率の確保（就職希望者
の95％以上）
≪現行の達成水準≫
【就職支援（留学生含む）】
・就職支援イベントの整理と体系化の推進
・学士課程の就職率の確保（95％以上）
・留学生向け就活セミナー等の充実
・インターンシップ参加者数の増加（留学生含む）

オ 入学者選抜
・ アドミッション・ポリシーの検証を継続的に実施するとともに、それを踏ま
えた特別選抜入試などの多様な入試を実施し、国内外から様々な学生の受
入れを促進する。
・ 高大接続システム改革の方針に基づき、学力だけでなく多面的・総合的
な評価を行う入試のあり方の検討を進め、優秀な学生を受け入れるための
入学者選抜を実施する。

オ 入学者選抜
・ アドミッション・ポリシーの検証を継続的に実施するとともに、それを踏ま
えた特別選抜入試などの多様な入試を実施し、国内外から様々な学生の受
入れを促進する。
・ 高大接続システム改革の方針に基づき、学力だけでなく多面的・総合的
な評価を行う入試のあり方の検討を進め、優秀な学生を受け入れるための
入学者選抜を実施する。

(2)研究に関する目標を達成するための措置 (2)研究に関する目標を達成するための措置

ア 研究水準の向上
・ 現代社会における様々な課題の解決やイノベーションに繋がる研究の推
進・成果の創出を図るため、経営資源配分のあり方を勘案しながら、先端的
な研究や異分野融合による研究を推進するとともに、国際的な共同研究や
社会的ニーズに対応した研究を推進する。また、世界的に卓越した研究を
推進するため、府大の研究状況を把握し強みのある研究プロジェクトを選定
するなど、優先的に支援する研究領域に対する支援を充実させる。このよう
な取組を通じて国際的な共同研究を推進する。

ア 研究水準の向上
・ 現代社会における様々な課題の解決やイノベーションに繋がる研究の推
進・成果の創出を図るため、経営資源配分のあり方を勘案しながら、先端的
な研究や異分野融合による研究を推進するとともに、国際的な共同研究や
社会的ニーズに対応した研究を推進する。また、世界的に卓越した研究を
推進するため、府大の研究状況を把握し強みのある研究プロジェクトを選定
するなど、優先的に支援する研究領域に対する支援を充実させる。このよう
な取組を通じて海外からの研究資金の拡大を目指す。

【５】難度の高い目標だと思われるので、
「海外も含め、研究資金の拡大を目指す」
のような記載にすべきではないか。

【５】「このような取組を通じて海外からの
研究資金の拡大を目指す。」→「このよう
な取組を通じて国際的な共同研究を推進
する。」に中期計画を修正します。
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イ 研究体制の整備等
・ 研究活動の活性化を図り、若手研究者や女性研究者への研究費支援を
実施する。また、研究グループの自発的な組織化を促すとともに、多様な
ニーズに対応できる体制整備として、引き続き分野横断型の研究体制を拡
充する。
・ 国プロジェクトへの共同申請やクロスアポイントメント制度の運用など、諸
機関との連携による研究の推進に積極的に取り組む。また、得られた研究
成果の効果的な発信を図り認知を得る。オープンイノベーションの推進に向
け、オープンサイエンス体制の全学的整備を検討する。
・ 研究の推進にあたり、戦略的な外部資金の活用に取り組む。科学研究費
補助金の教員一人あたり新規申請件数については0.7件以上を確保すると
ともに、獲得額の大型化に取り組む。

イ 研究体制の整備等
・ 研究活動の活性化を図り、若手研究者や女性研究者への研究費支援を
実施する。また、研究グループの自発的な組織化を促すとともに、多様な
ニーズに対応できる体制整備として、引き続き分野横断型の研究体制を拡
充する。
・ 国プロジェクトへの共同申請やクロスアポイントメント制度の運用など、諸
機関との連携による研究の推進に積極的に取り組む。また、得られた研究
成果の効果的な発信を図り認知を得る。オープンイノベーションの推進に向
け、オープンサイエンス体制の全学的整備を検討する。
・ 研究の推進にあたり、戦略的な外部資金の活用に取り組む。科学研究費
補助金の教員一人あたり新規申請件数については0.7件以上を確保すると
ともに、獲得額の大型化に取り組む。

【６】具体的な数字を記載する際には、単
年か６年間かなど、どのようになれば達成
とみなすのかも記載が必要。また、かなり
高い目標数値であるように感じる。

【６】これまでの実績等から、科研費の教
員一人あたり新規申請数の0.7件以上の
確保は可能であると考えています。
★達成水準の字句修正をします。
・科研費の教員一人あたり新規申請数の
0.7件以上の確保
≪現行の達成水準≫
【戦略的な外部資金獲得・その支援）】
・外部資金の活用についての戦略企画
・科研費等の研究資金の獲得支援の推進
・科研費の教員一人あたり申請数の0.7件以上の確
保

(3)社会貢献等に関する目標を達成するための措置 (3)社会貢献等に関する目標を達成するための措置

ア 研究成果の発信と還元による産業活性化への貢献
・ 社会的ニーズに対応した研究を推進し、その研究成果の情報発信・企業
等とのマッチングを進めるなど、成果を社会に還元する。特許においては、
その質の向上を図るとともに、知的財産の充実と活用に取り組む。特に、早
期技術移転の観点を踏まえ、年間の国内出願を80件程度とし、企業等との
共同出願比率75％程度を確保する。
・ 府大の研究シーズや研究環境、人材育成力等を活用し、産学連携の強
化や中小企業ニーズの掘り起こしなどに取り組み、地域産業の活性化に貢
献する。

ア 研究成果の発信と還元による産業活性化への貢献
・ 社会的ニーズに対応した研究を推進し、その研究成果の情報発信・企業
等とのマッチングを進めるなど、成果を社会に還元する。特許においては、
その質の向上を図るとともに、知的財産の充実と活用に取り組む。特に、早
期技術移転の観点を踏まえ、年間の国内出願を80件程度とし、企業等との
共同出願比率75％程度を確保する。
・ 府大の研究シーズや研究環境、人材育成力等を活用し、産学連携の強
化や中小企業ニーズの掘り起こしなどに取り組み、地域産業の活性化に貢
献する。教員一人あたりの共同・受託研究件数については、年間0.7件以上
を確保する。

【７】具体的な数字を記載する際には、単
年か６年間かなど、どのようになれば達成
とみなすのかも記載が必要。また、かなり
高い目標数値であるように感じる。

【７】ご指摘を踏まえ、次のとおり修正します。
○中期計画中、「教員一人あたりの共同・受託
研究件数については、年間0.7件以上を確保す
る。」を削除します。
★達成水準を修正します。
【大阪の産業活性化への貢献】
・中小企業支援の推進（後継者育成、新事業
創出、ものづくり補助金申請支援など）
・特許の活用など企業等への技術移転を推進
≪現行の達成水準≫
【大阪の産業活性化への貢献】
・中小企業支援の推進（後継者育成、新事業創出、
ものづくり補助金申請支援など）
・教員一人あたりの共同・受託研究件数の年間0,7
件以上の確保（削除）

イ 生涯学習の取組の強化
・ 多様で質の高い生涯学習の機会を提供するため、公開講座・セミナー等
におけるアンケート等により、実施内容の検証・見直しを行い、府民のニー
ズの把握に努める。また、適正な受益者負担のもと、全学の知的資源の更
なる活用及び学外との連携などにより、体系的でより充実した教育メニュー
を提供する。履修証明プログラムについては、３コース以上の開設を目指
す。
・ 都市部サテライトでの社会人向け公開講座の実施など、引き続き社会人
の学習の場の提供に取り組む。

イ 生涯学習の取組の強化
・ 多様で質の高い生涯学習の機会を提供するため、公開講座・セミナー等
におけるアンケート等により、実施内容の検証・見直しを行い、府民のニー
ズの把握に努める。また、適正な受益者負担のもと、全学の知的資源の更
なる活用及び学外との連携などにより、体系的でより充実した教育メニュー
を提供する。履修証明プログラムについては、３コース以上の開設を目指
す。
・ 都市部サテライトでの社会人向け公開講座の実施など、引き続き社会人
の学習の場の提供に取り組む。

ウ 地方自治体など諸機関との連携の強化
・ 大阪府、府内市町村等との様々な連携の取組を積極的に推進し、「大阪
のシンクタンク」として、政策課題等への助言や地方自治体等との共同研
究・共同事業などを実施する。
・ 府大の研究成果や技術力、人材育成力などを活用し、大学を取り巻く諸
機関と連携し地域課題等に取り組むほか、それらに取り組む人材の育成を
行う。また、学生によるボランティア活動・地域貢献を活性化させる。

ウ 地方自治体など諸機関との連携の強化
・ 大阪府、府内市町村等との様々な連携の取組を積極的に推進し、「大阪
のシンクタンク」として、政策課題等への助言や地方自治体等との共同研
究・共同事業などを実施する。
・ 府大の研究成果や技術力、人材育成力などを活用し、大学を取り巻く諸
機関と連携し地域課題等に取り組むほか、それらに取り組む人材の育成を
行う。また、学生によるボランティア活動・地域貢献を活性化させる。

(4)グローバル化に関する目標を達成するための措置 (4)グローバル化に関する目標を達成するための措置

・ 外国人教員や海外で学位取得した教員の積極的な登用や、外国人教員
の招へいなどにより、教育研究活動のグローバル化を推進するとともに、学
生や教職員の海外派遣の充実に取り組む。また、国際交流会館などを活用
しキャンパス内での日常的な多文化交流を活性化させる。これらの取組を通
じて、海外への学生派遣数300名以上達成を目指す。
・ 大阪府・堺市・近隣自治体の国際化推進施策と積極的に連携しつつ府大
の取組を拡充する。引き続き海外の大学・機関との学術交流を通じてのグ
ローバル化を推進し、特に、ＡＳＥＡＮ地域諸国などのアジアの大学を中心
に、研究・留学・インターンシップを通じた学生の相互交流を積極的に進め
る。また、交流活動の活性化を図り、卒業後も府大との交流を継続する仕組
みづくりとして、卒業・修了した留学生や海外在住の同窓会ネットワークなど
を構築する。これらの取組を通じて、外国人留学生数300名以上を確保す
る。

・ 外国人教員や海外で学位取得した教員の積極的な登用や、外国人教員
の招へいなどにより、国際的な教育研究への理解を深める機会を拡充し、
教育研究活動のグローバル化を推進するとともに、学生や教職員の海外派
遣の充実に取り組む。また、国際交流会館などを活用しキャンパス内での日
常的な多文化交流を活性化させる。これらの取組を通じて、海外への学生
派遣数300名以上達成を目指す。
・ 大阪府・堺市・近隣自治体の国際化推進施策と積極的に連携しつつ府大
の取組を拡充する。引き続き海外の大学・機関との学術交流を通じてのグ
ローバル化を推進し、特に、アセアン地域諸国などのアジアの大学を中心
に、研究・留学・インターンシップを通じた学生の相互交流を積極的に進め
る。また、交流活動の活性化を図り、卒業後も府大との交流を継続する仕組
みづくりとして、卒業・修了した留学生や海外在住の同窓会ネットワークなど
を構築する。これらの取組を通じて、外国人留学生数300名以上を確保す
る。

【８】研究に関する理解を深める目的で外
国人教員の登用等はしていないと思うの
で、「国際的な教育研究への理解を深め
る機会を拡充し、」に違和感がある。この
箇所を削除してもよいのではないか。
【９】アセアン地域諸国をASEAN地域諸国
と正確な表記に修正すべきである。
 

【８】ご指摘のとおり削除します。
【９】「アセアン地域諸国」→「ASEAN地域
諸国」に中期計画を修正します。
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２ 大阪市立大学の教育研究に関する目標を達成するための措置 ２ 大阪市立大学の教育研究に関する目標を達成するための措置

(1) 教育に関する目標を達成するための措置 (1) 教育に関する目標を達成するための措置

イ グローバル人材の育成
・ 英語教育の強化のための年度ごとの方針、ＩＣＴの活用、ＧＣ副専攻の運
用のあり方などを検討し、英語の効果的学修の実現を図る。
短期・長期の留学による学修成果が卒業までのカリキュラムに有機的に組
み込まれるように、教育課程全体の改善を行う。
 国際発信力育成のため、インターナショナルスクール等の拡充を図る。

ウ グローバル人材の育成
・ 英語教育の強化のための年度ごとの方針、ＩＣＴの活用、ＧＣ副専攻の運
用のあり方などを検討し、英語の効果的学修の実現を図る。
短期・長期の留学による学修成果が卒業までのカリキュラムに有機的に組
み込まれるように、教育課程全体の改善を行う。
 国際発信力育成のため、インターナショナルスクール等の拡充を図る。

【１１】「・・・全学横断型教育の運営母体
（企画・実施・検証・改善の実施）を再構築
するとともに・・・」のカッコ内の記述が何を
補足するのか分からない。
「運営母体」ではなく、「運営体制」ではな
いか。

【１１】「・・・全学横断型教育の運営母体
（企画・実施・検証・改善の実施）を再構築
するとともに・・・」→「・・・全学横断型教育
の運営体制を再構築するとともに」に中期
計画を修正します。

ア 人材育成方針
・ 様々な分野で指導的役割を果たし、地域社会及び国際社会で貢献できる
人材を育成するために策定されている、３ポリシー（ディプロマ・ポリシー、カ
リキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）を恒常的に点検し、必要に応
じて改定しつつ、各学位の質保証を図る。
イ 教育の内容
(ｱ) 学士課程における教育の充実
・ 学士課程教育の主要な柱を構成する全学共通教育と学部専門教育の相
乗効果の増進を図りながら、３ポリシーに基づく全学的方針に沿って改革を
進める。初年次教育科目、総合教育科目、英語教育科目の刷新をはかり、
授業時間の弾力的運用やアクティブラーニングの促進等を通して、効果的な
学修をめざす。
また、グローバル教育のＧＣ副専攻や、地域志向教育のＣＲ副専攻など副専
攻制度についてカリキュラムと運営体制を検証し、改善を図る。
(ｲ) 大学院課程における教育の充実
・ 大学院課程教育では、各研究科が行っている専門教育に加えて、研究倫
理の向上や多様なキャリア形成、グローバルなコミュニケーション力の獲得
等に資する大学院共通教育の充実を図る。
(ｳ) 社会人教育の強化
・ 社会人大学院として設置した都市経営研究科において、都市の諸課題を
解決する指導的人材や高度なプロフェッショナルを養成する。
科目等履修生制度や長期履修学生制度、研修生制度をはじめとして、社会
人が学びやすい柔軟な履修制度を維持、強化する。
知識や技能の向上を目指す社会人の要望に応えられるように、学習機会増
大のための仕組みを強化し、履修証明制度を利用した文化人材育成プログ
ラムや防災士育成プログラム等の一層の充実を図る。
(ｴ) 中等教育との連携
・ 連携協定校・特色ある教育推進校（ＳＳＨ、ＳＧＨ）等、地域の中等教育機
関との連携を強化し、広く大学の知に触れる機会を充実させることで、課題
解決力や国際力豊かな人材育成に寄与する。

エ 教育の質保証
・ 学士課程・大学院課程を通して、教育の内部質保証システムの機能強化
を図るため、学生・院生へのアンケート調査、統計調査をはじめとする教学Ｉ
Ｒを充実させるとともに、教育評価に係る全学的な戦略のもとで３ポリシーに
基づいた教育カリキュラムの検証と改善を行う。
オ 教育の推進体制
・ 学士課程・大学院課程を通して、教養教育を含む全学横断型教育の運営
母体（企画・実施・検証・改善の実施）を再構築するとともに教育体制・環境
を充実させる。
・ ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき、学生が十分な
学修成果を上げるために、全学的組織体制の支援のもとで、市大の「教育
改善･ＦＤ宣言」に則した、教育改善及びＦＤ・ＳＤ活動の取組を効果的に実
施する。
・ 市大の３ポリシーに基づいて、地域社会・国際社会で活躍できる人材を育
成する教育を推進するために、教員の授業と学生の自律的学修を支援す
る。また、特に先進的で特色ある教育活動に対しては、財政的な支援を行
う。
 学修上課題がある学生に対する学修支援の充実を図る。

【１０】次のとおり中期計画を修正します。
ア 人材育成方針及び教育の内容
(ｱ) 人材育成方針
(ｲ) 教育の内容
ａ 学士課程における教育の充実
ｂ 大学院課程における教育の充実
ｃ 社会人教育の強化
ｄ 中等教育との連携

イ グローバル人材の育成

ウ 教育の質保証等
(ｱ) 教育の質保証
(ｲ) 教育の推進体制

エ 学生支援の充実等

オ 学生の受入方針

【１０】府大では、題名が、「ア 人材育成
方針及び教育内容」となっており、市大で
は、「ア人材育成方針」、「イ 教育内容」
となっており、表記を合わせるべきであ
る。その他の箇所も同様に合わせるべき
である。

ウ 教育の質保証等
（ア）教育の質保証
・ 学士課程・大学院課程を通して、教育の内部質保証システムの機能強化
を図るため、学生・院生へのアンケート調査、統計調査をはじめとする教学Ｉ
Ｒを充実させるとともに、教育評価に係る全学的な戦略のもとで３ポリシーに
基づいた教育カリキュラムの検証と改善を行う。
（イ） 教育の推進体制
・ 学士課程・大学院課程を通して、教養教育を含む全学横断型教育の運営
体制を再構築するとともに教育体制・環境を充実させる。
・ ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき、学生が十分な
学修成果を上げるために、全学的組織体制の支援のもとで、市大の「教育
改善･ＦＤ宣言」に則した、教育改善及びＦＤ・ＳＤ活動の取組を効果的に実
施する。
・ 市大の３ポリシーに基づいて、地域社会・国際社会で活躍できる人材を育
成する教育を推進するために、教員の授業と学生の自律的学修を支援す
る。また、特に先進的で特色ある教育活動に対しては、財政的な支援を行
う。
 学修上課題がある学生に対する学修支援の充実を図る。

ア 人材育成方針及び教育の内容
（ア）人材育成方針
・ 様々な分野で指導的役割を果たし、地域社会及び国際社会で貢献できる
人材を育成するために策定されている、３ポリシー（ディプロマ・ポリシー、カ
リキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）を恒常的に点検し、必要に応
じて改定しつつ、各学位の質保証を図る。
（イ） 教育の内容
a 学士課程における教育の充実
・ 学士課程教育の主要な柱を構成する全学共通教育と学部専門教育の相
乗効果の増進を図りながら、３ポリシーに基づく全学的方針に沿って改革を
進める。初年次教育科目、総合教育科目、英語教育科目の刷新をはかり、
授業時間の弾力的運用やアクティブラーニングの促進等を通して、効果的な
学修をめざす。
また、グローバル教育のＧＣ副専攻や、地域志向教育のＣＲ副専攻など副専
攻制度についてカリキュラムと運営体制を検証し、改善を図る。
b 大学院課程における教育の充実
・ 大学院課程教育では、各研究科が行っている専門教育に加えて、研究倫
理の向上や多様なキャリア形成、グローバルなコミュニケーション力の獲得
等に資する大学院共通教育の充実を図る。
c 社会人教育の強化
・ 社会人大学院として設置した都市経営研究科において、都市の諸課題を
解決する指導的人材や高度なプロフェッショナルを養成する。
科目等履修生制度や長期履修学生制度、研修生制度をはじめとして、社会
人が学びやすい柔軟な履修制度を維持、強化する。
知識や技能の向上を目指す社会人の要望に応えられるように、学習機会増
大のための仕組みを強化し、履修証明制度を利用した文化人材育成プログ
ラムや防災士育成プログラム等の一層の充実を図る。
d 中等教育との連携
・ 連携協定校・特色ある教育推進校（ＳＳＨ、ＳＧＨ）等、地域の中等教育機
関との連携を強化し、広く大学の知に触れる機会を充実させることで、課題
解決力や国際力豊かな人材育成に寄与する。
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エ 学生支援の充実等
・ 成績基準等を重視する学修奨励制度について見直す。関連して授業料
減免制度や市大奨学金制度について点検し再構築を図る。各種奨学金の
被推薦者に対する支援の強化を図る。
・ 課外活動施設の利用方法を含め、課外活動団体に対する支援のあり方
について検討し再構築する。また、ボランティア活動の活性化策や学生らし
いユニークな活動に対する支援制度を点検し実施する。
・ 就職・就業関連情報の提供及び就職進路指導を充実させる。セミナー等
を拡充し、学生の就業に関わる諸制度についての理解を深める。
・ 学生の命を守るため各種取組を充実させるとともに、多様な悩みを有す
る学生に対する相談窓口などの連携を強化する。
・ 障がいのある学生に対する配慮について、入学前、在学中、卒業前と
いった各時点での支援策をトータルに提供する仕組みを確立するため、学
内各部署や学外関係機関との連携を図る。
・ 学生の健康管理体制を充実するとともに、実験実習のより一層安全な環
境整備の推進を図る。また、健康診断の全員受診を目指す。

カ 学生支援の充実
・ 成績基準等を重視する学修奨励制度について見直す。関連して授業料
減免制度や市大奨学金制度について点検し再構築を図る。各種奨学金の
被推薦者に対する支援の強化を図る。
・ 課外活動施設の利用方法を含め、課外活動団体に対する支援のあり方
について検討し再構築する。また、ボランティア活動の活性化策や学生らし
いユニークな活動に対する支援制度を点検し実施する。
・ 就職・就業関連情報の提供及び就職進路指導を充実させる。セミナー等
を拡充し、学生の就業に関わる諸制度についての理解を深める。
・ 学生の命を守るため各種取組を充実させるとともに、多様な悩みを有す
る学生に対する相談窓口などの連携を強化する。
・ 障がいのある学生に対する配慮について、入学前、在学中、卒業前と
いった各時点での支援策をトータルに提供する仕組みを確立するため、学
内各部署や学外関係機関との連携を図る。
・ 学生の健康管理体制を充実するとともに、実験実習のより一層安全な環
境整備の推進を図る。また、健康診断の全員受診を目指す。

オ 学生の受入方針
・ 高大接続改革の方針及び入試制度等の変更を踏まえながら、アドミッショ
ン・ポリシーに沿った意欲のある優秀な学生を受け入れるため、入学者選抜
が有効に機能しているかどうかを常に点検するアドミッションセンター機能を
充実し、選抜方法の改善を図る。

キ 学生の受入方針
・ 高大接続改革の方針及び入試制度等の変更を踏まえながら、アドミッショ
ン・ポリシーに沿った意欲のある優秀な学生を受け入れるため、入学者選抜
が有効に機能しているかどうかを常に点検するアドミッションセンター機能を
充実し、選抜方法の改善を図る。

(2) 研究に関する目標を達成するための措置 (2) 研究に関する目標を達成するための措置

(3) 社会貢献等に関する目標を達成するための措置 (3) 社会貢献等に関する目標を達成するための措置

ア 地域貢献
(ｱ) シンクタンク機能の充実
・ 地域課題（ニーズ）と大学資源（シーズ）情報を集約し、大学・行政・研究
機関・企業等による対話の場を設定することで、組織的な連携や分野横断
型プロジェクトの編成推進を図り、地域課題の解決に貢献する。
(ｲ) 大阪市との基本協定に基づく取組
・ 多様化する社会問題を抱える大阪市のシンクタンク拠点として、市大の
教育・研究成果を活用し、行政機関等の施策立案および人材育成への支援
を充実する。
(ｳ) 地域における人材育成
・ 幅広い専門分野を有する総合大学として、大学の保有する資源を有効に
活用し、市民の知的好奇心を高める多様なプログラムの実施等により、地域
における人材育成を支援する。
(ｴ) 地域貢献態勢の整備
・ 地域連携センター、都市研究プラザ、都市防災教育研究センターなどの
地域貢献に関連する市大の組織を通じて、大学に求められる社会ニーズ
を、行政機関をはじめ様々な地域社会を構成する団体から収集し情報を共
有する。
 市大が保有する地域貢献に関する知的資源情報を集約し公表する仕組み
を構築する。

ア 地域貢献
(ｱ) シンクタンク機能の充実
・ 地域課題（ニーズ）と大学資源（シーズ）情報を集約し、大学・行政・研究
機関・企業等による対話の場を設定することで、組織的な連携や分野横断
型プロジェクトの編成推進を図り、地域課題の解決に貢献する。
(ｲ) 大阪市との基本協定に基づく取組
・ 多様化する社会問題を抱える大阪市のシンクタンク拠点として、市大の
教育・研究成果を活用し、行政機関等の施策立案および人材育成への支援
を充実する。
(ｳ) 地域における人材育成
・ 幅広い専門分野を有する総合大学として、大学の保有する資源を有効に
活用し、市民の知的好奇心を高める多様なプログラムの実施等により、地域
における人材育成を支援する。
(ｴ) 地域貢献態勢の整備
・ 地域連携センター、都市研究プラザ、都市防災教育研究センターなどの
地域貢献に関連する市大の組織を通じて、大学に求められる社会ニーズ
を、行政機関をはじめ様々な地域社会を構成する団体から収集し情報を共
有する。
 市大が保有する地域貢献に関する知的資源情報を集約し公表する仕組み
を構築する。

・ 総合大学としての強みを活かした異分野融合研究・先端的研究を重点的
に支援し、研究力の高度化・国際化を図る。
次世代エネルギー、防災、健康科学、都市問題等の社会の発展に寄与する
都市科学分野の研究を推進する。
・ ＵＲＡセンターを中心に市大の研究力を多面的に分析・評価する研究ＩＲ
の取組をすすめ、その成果を、研究力向上に向けた研究戦略の企画立案や
外部資金獲得等への活用を図る。
異分野融合研究を推進するとともに、他大学・研究機関等との連携・共同研
究を促進するため、都市研究プラザや複合先端研究機構等の分野横断的
な研究組織を活用する。
・ 若手研究者、女性研究者等、多様な研究者を積極的・効果的に支援・育
成するため、さらなる環境整備を図る。

・ 総合大学としての強みを活かした異分野融合研究・先端的研究を重点的
に支援し、研究力の高度化・国際化を図る。
次世代エネルギー、防災、健康科学、都市問題等の社会の発展に寄与する
都市科学分野の研究を推進する。
・ ＵＲＡセンターを中心に市大の研究力を多面的に分析・評価する研究ＩＲ
の取組をすすめ、その成果を、研究力向上に向けた研究戦略の企画立案や
外部資金獲得等への活用を図る。
異分野融合研究を推進するとともに、他大学・研究機関等との連携・共同研
究を促進するため、都市研究プラザや複合先端研究機構等の分野横断的
な研究組織を活用する。
・ 若手研究者、女性研究者等、多様な研究者を積極的・効果的に支援・育
成するため、さらなる環境整備を図る。
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イ 産学官連携
(ｱ) 先端的研究分野での連携
・ 市大の多様な先端的研究シーズを活用したイノベーション創出をめざし、
人工光合成研究センターやＵＲＡセンターを通じて、関連産業との共同研究
等を促進するとともに、技術インキュベーション機能・態勢の強化を図り、産
学官の連携を推進する。
(ｲ) 地域産業との連携
・ 中小企業をはじめとする地域民間企業等の産業界ニーズに応じた共同
研究・受託研究を更に推進し、研究成果の社会実装を促進する。

イ 産学官連携
(ｱ) 先端的研究分野での連携
・ 市大の多様な先端的研究シーズを活用したイノベーション創出をめざし、
人工光合成研究センターやＵＲＡセンターを通じて、関連産業との共同研究
等を促進するとともに、技術インキュベーション機能・態勢の強化を図り、産
学官の連携を推進する。
(ｲ) 地域産業との連携
・ 中小企業をはじめとする地域民間企業等の産業界ニーズに応じた共同
研究・受託研究を更に推進し、研究成果の社会実装を促進する。

(4) グローバル化に関する目標を達成するための措置 (4) グローバル化に関する目標を達成するための措置

ア 国際連携活動の充実
・ グローバル化を推進するために、海外の研究機関等との教育・研究交流
について、各種助成の実施や外部資金を活用して拡充を図る。
国際分野に関連する人員の配置などにより、国際センターの機能の充実を
図る。
イ 学生の国際交流の拡充
・ 国内外における広報活動の強化や、受け入れ環境の充実により外国人
留学生の拡充を図る。
留学・研修機会の提供や海外研修についての魅力発信を強化することによ
り、学生の海外派遣を推進し、グローバル人材の育成を図る。

ア 国際連携活動の充実
・ グローバル化を推進するために、海外の研究機関等との教育・研究交流
について、各種助成の実施や外部資金を活用して拡充を図る。
国際分野に関連する人員の配置などにより、国際センターの機能の充実を
図る。
イ 学生の国際交流の拡充
・ 国内外における広報活動の強化や、受け入れ環境の充実により外国人
留学生の拡充を図る。
留学・研修機会の提供や海外研修についての魅力発信を強化することによ
り、学生の海外派遣を推進し、グローバル人材の育成を図る。

(5) 附属病院に関する目標を達成するための措置 (5) 附属病院に関する目標を達成するための措置

ア 高度・先進医療の提供
・ 病院長のガバナンスの下、特定機能病院かつ地域中核病院として医療
環境の整備とＡＩの活用を含めた先進医療を推進しつつ、医療安全管理体制
を確保し、患者本位の安全かつ良質な医療を提供する。

ア 高度・先進医療の提供
・ 病院長のガバナンスの下、特定機能病院かつ地域中核病院として医療
環境の整備とＡＩの活用を含めた先進医療を推進しつつ、医療安全管理体制
を確保し、患者本位の安全かつ良質な医療を提供する。

 

イ 高度専門医療人の育成
・ 国際的な感覚を持ち、チーム医療を実践する高度専門的な多職種の医
療人材を育成する。

イ 高度専門医療人の育成
・ 国際的な感覚を持ち、チーム医療を実践する高度専門的な多職種の医
療人材を育成する。

ウ 地域医療及び市民への貢献
・ 地域医療機関との連携強化及び市民への医療情報の提供等により、地
域医療及び市民への貢献を推進する。

ウ 地域医療及び市民への貢献
・ 地域医療機関との連携強化及び市民への医療情報の提供等により、地
域医療及び市民への貢献を推進する。

エ 安定的な病院の運営
・ ＩＣＴを活用した効率的な病院運営、経営基盤の強化、コスト削減を推進
し、安定的な病院運営を実践する。

エ 安定的な病院の運営
・ ＩＣＴを活用した効率的な病院運営、経営基盤の強化、コスト削減を推進
し、安定的な病院運営を実践する。
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３ 大阪府立大学工業高等専門学校の教育研究に関する目標を達成するための措置 ３ 大阪府立大学工業高等専門学校の教育研究に関する目標を達成するための措置

(1) 教育に関する目標を達成するための措置 (1) 教育に関する目標を達成するための措置

ア 人材育成方針及び教育内容
・ 本科及び専攻科において、豊かな人間性と社会性を身に付けた実践的
技術者を育成するため、高い倫理観の涵養を目的とした一般科目やイン
ターンシップの充実に取り組む。
・ 本科においては実践的技術者教育を充実するため、アクティブラーニン
グを活用した教育を進め、学生の主体的な学修を促進する。
専攻科においては、ＰＢＬ教育の検証を継続的に実施し、それを踏まえたエ
ンジニアリングデザイン能力の充実を図る。
・ 専攻科生の研究能力の向上を図るため、府大教員による特別講義や研
究室訪問等のあり方を継続的に検証し、最先端の学術研究情報を提供する
など、教育の充実を行う。本科においても、府大教員による特別講義の導入
や府大へのインターンシップ制度充実に取り組む。また、両大学との交流機
会の拡大に向けた取組を推進する。

ア 人材育成方針及び教育内容
・ 本科及び専攻科において、豊かな人間性と社会性を身に付けた実践的
技術者を育成するため、高い倫理観の涵養を目的とした一般科目やイン
ターンシップの充実に取り組む。
・ 本科においては実践的技術者教育を充実するため、アクティブラーニン
グを活用した教育を進め、学生の主体的な学修を促進する。
専攻科においては、ＰＢＬ教育の検証を継続的に実施し、それを踏まえたエ
ンジニアリングデザイン能力の充実を図る。
・ 専攻科生の研究能力の向上を図るため、府大教員による特別講義や研
究室訪問等のあり方を継続的に検証し、最先端の学術研究情報を提供する
など、教育の充実を行う。また、本科においても、府大教員による特別講義
の導入や府大へのインターンシップ制度充実に取り組むなど、府大との交流
機会を拡大する。

【1２】高専部分に「府大」の表現と「両大学」の
表現が混在している。両大学、高専のシナ
ジー効果ということも考えて、「両大学」と連携
するように、記載を検討すべきではないか。

【１２】
○「また、本科においても、・・・府大へのインターン
シップ制度充実に取り組むなど、府大との交流機会
を拡大する。」→「本科においても、・・・府大へのイン
ターンシップ制度充実に取り組む。また、両大学との
交流機会の拡大に向けた取組を推進する。」に中期
計画を修正します。
★達成水準を修正します。
【両大学との交流による教育の質の向上】
・特別講義や研究室訪問等を通した両大学教員・学
生交流機会の拡大
・府大へのインターンシップ参加者数の増加を図ると

ともに、市大へのインターンシップについて検討
≪現行の達成水準≫
【府大との交流による教育の質の向上】
・授業体験や研究室訪問等を通した府大教員・学生
交流機会の拡大
・府大へのインターンシップ参加者数の増加

イ グローバル人材の育成
・ グローバル化の進む社会に対応できる技術者を育成するため、海外の大
学・企業と連携交流を推進し、特に、ASEAN地域諸国などアジアを中心に、
専攻科生のインターンシップ等を通じた学生の交流を積極的に進める。
・ 高専間連携による海外短期留学事業を継続的に実施するなど本科学生
に対するグローバルな教育活動を推進する。
・ 両大学との連携により、留学生との交流など多文化交流を推進する。

イ グローバル人材の育成
・ グローバル化の進む社会に対応できる技術者を育成するため、海外の大
学・企業と連携交流を推進し、特に、アセアン地域諸国などのアジアを中心
に、専攻科生のインターンシップ等を通じた学生の交流を積極的に進める。
・ 高専間連携による海外短期留学事業を継続的に実施するなど本科学生
に対するグローバルな教育活動を推進する。
・ 両大学との連携により、留学生との交流など多文化交流を推進する。

【９】の委員意見関連 【９】「アセアン地域諸国」→「ASEAN地域
諸国」に中期計画を修正します。

ウ 教育の質保証等
・ 教育システムを検証しつつ、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ
シー、アドミッション・ポリシー、これに基づくカリキュラム等の検証・見直しを
継続的に行い、教育の質向上に取り組む。
・ 教員間連携を中心としたファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を推進し、
教員の教育力の向上に取り組む。ポートフォリオの活用を推進し、教育活動
に対する評価を実施することで組織的な教育改善に取り組む。

ウ 教育の質保証等
・ 教育システムを検証しつつ、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ
シー、アドミッション・ポリシー、これに基づくカリキュラム等の検証・見直しを
継続的に行い、教育の質向上に取り組む。
・ 教員間連携を中心としたファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を推進し、
教員の教育力の向上に取り組む。ポートフォリオの活用を推進し、教育活動
に対する評価を実施することで組織的な教育改善に取り組む。

エ 学生支援の充実等
・ 学生への経済的支援、障がいのある学生への支援などの学生支援、ま
た各種相談体制の整備など、学生生活を過ごすにあたり必要となる支援を
充実する。
・ 学生へキャリアデザイン支援計画の検証を継続的に実施することにより
キャリアサポートの強化を図り、本科・専攻科の就職率については100％の
水準を確保する。特に、女子学生へのキャリア支援を含めたキャリア教育の
充実を図る。また、就職先企業等における卒業生の評価の把握を継続的に
実施する。
・ 学生の多様な進路を確保するために、大学への特別推薦を推進する。

エ 学生支援の充実等
・ 学生への経済的支援、障がいのある学生への支援などの学生支援、ま
た各種相談体制の整備など、学生生活を過ごすにあたり必要となる支援を
充実する。
・ 学生へキャリアデザイン支援計画の検証を継続的に実施することにより
キャリアサポートの強化を図り、本科・専攻科の就職率については100％の
水準を確保する。特に、女子学生へのキャリア支援を含めたキャリア教育の
充実を図る。また、就職先企業等における卒業生の評価の把握を継続的に
実施する。
・ 学生の多様な進路を確保するために、府大などへの特別推薦を継続す
る。

【１２】の委員意見関連 【１２】「・・・府大などへの特別推薦を継続
する。」→「・・・大学への特別推薦を推進
する。」に中期計画を修正します。

＜参考：（府大）実績＞

【府大との連携（H30上半期実績）】

■アクティブラーニングの活用に関する取組

・府大の高等教育開発センターと連携し、

「ルーブリック学習会」として、下半期に「ルー

ブリックを活用したパフォーマンス評価」を開催

（11/29）。
■専攻科生のインターンシップ制度を府大全

学の制度に移行。H30年度は7名（本科2名、専

攻科5名）が参加。

■府大の卒業研究発表会、専攻科学生の修

士論文への聴講参加を継続して実施予定。

（H29はそれぞれ3名、1名が参加）

■府大学祭期間中に、大学見学ツアーを実施。

高専生45名と保護者が参加し、高専からの編

入学生とのディスカッションおよび研究室見学

を行った。

＜参考：（府大）主な実績＞

【府大との連携（H30上半期実績）】

■H30年度4月から7月の期間に、専攻科2年
開講科目「工学システム設計演習Ⅱ」と「工学

システム実験実習」において、泰日工業大学

からの留学生2名を受け入れ。（H29は4名を

受け入れ）

＜参考：（府大）主な実績＞

【府大への特別推薦入試の実施】

H29 学域3年次編入 6名、大学院 3名
H30 学域3年次編入 3名、大学院 0名
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オ 入学者選抜
・ 高専の目的及び使命に沿った学生の受入れを促進するため、中学生を
対象とした体験入学や学校説明会などの取組をアドミッション・ポリシーの視
点から検証し、より効果的な入試広報活動を進める。また、本科及び専攻科
の入学者選抜において、アドミッション・ポリシーを踏まえた特別選抜入試な
どを行う。

オ 入学者選抜
・ 高専の目的及び使命に沿った学生の受入れを促進するため、中学生を
対象とした体験入学や学校説明会などの取組をアドミッション・ポリシーの視
点から検証し、より効果的な入試広報活動を進める。また、本科及び専攻科
の入学者選抜において、アドミッション・ポリシーを踏まえた特別選抜入試な
どを行う。

(2) 研究に関する目標を達成するための措置 (2) 研究に関する目標を達成するための措置

・ 両大学との連携を深め、外部の共同研究や各種プロジェクト等への共同
申請を継続的に実施するなど、研究グループへの自発的な参加を促すこと
で、研究能力の向上を図る。
・ 大阪を中心とするものづくり産業の発展に資する研究能力を高めるため
に、若手教員への研究費配分等のインセンティブを付与することで、若手教
員の研究水準の向上を推進する。

・ 両大学との連携を深め、外部の共同研究や各種プロジェクト等への共同
申請を継続的に実施するなど、研究グループへの自発的な参加を促すこと
で、研究能力の向上を図る。
・ 大阪を中心とするものづくり産業の発展に資する研究能力を高めるため
に、若手教員への研究費配分等のインセンティブを付与することで、若手教
員の研究水準の向上を推進する。

(3) 社会貢献等に関する目標を達成するための措置 (3) 社会貢献等に関する目標を達成するための措置

ア 研究成果の発信と社会への還元
・ 産業界や地域社会に対して、高専の研究成果を効果的に発信するととも
に、積極的に技術相談や共同研究等に取り組み、成果を還元する。

ア 研究成果の発信と社会への還元
・ 産業界や地域社会に対して、高専の研究成果を効果的に発信するととも
に、積極的に技術相談や共同研究等に取り組み、成果を還元する。

【１２】の委員意見関連

イ 公開講座や出前授業の推進
 ・ 高専の知的資源を活かした小・中学生を対象とした出前授業・公開講座
のあり方を継続的に検証し、出前授業・公開講座の拡充を図る。公開講座
の件数は年間10件から15件を確保する。
・ 高専の教育研究の成果を活かした社会人対象のリカレント教育を検討す
る。

イ 公開講座や出前授業の推進
 ・ 高専の知的資源を活かした小・中学生を対象とした出前授業・公開講座
のあり方を継続的に検証し、出前授業・公開講座の拡充を図る。公開講座
の件数は年間10件から15件を確保する。
・ 高専の教育研究の成果を活かした社会人対象のリカレント教育を検討す
る。

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

１ 運営体制に関する目標を達成するための措置 １ 運営体制に関する目標を達成するための措置

・ 理事長は、法人の経営に対してマネジメント力を発揮できる運営体制の
構築・検証・再整備を行う。
・ 大学間競争を勝ち抜くため、大学及び高専の組織運営について検証を行
うとともに部局との連携を密にし、学長及び校長がリーダーシップを発揮でき
る運営体制の構築を図る。
・ 学内外の最新のデータ等に基づく迅速な意思決定を行うため、組織的な
データの整理・収集・共有化方法等について検討し、ＩＲ機能の強化等を図
る。

・ 理事長と学長の役割と権限を明確化し、理事長が法人の経営に対してマ
ネジメント力を発揮できる運営体制の構築・検証・再整備を行う。
・ 大学間競争を勝ち抜くため、大学及び高専の組織運営について検証を行
うとともに部局との連携を密にし、学長及び校長がリーダーシップを発揮でき
る運営体制の構築を図る。
・ 学内外の最新のデータ等に基づく迅速な意思決定を行うため、組織的な
データの整理・収集・共有化方法等について検討し、ＩＲ機能の強化等を図
る。

【１３】「理事長と学長の役割と権限を明確
化し、・・・運営体制の構築・検証・再整備
を行う」の主語が分からない。
【１４】法人と大学の関係について、現在
は理事長が「マネジメント」、学長が「リー
ダーシップ」となっているが、一般的には
逆ではないか。

【１３】「理事長と学長の役割と権限を明確化
し、理事長が・・・運営体制の構築・検証・再整
備を行う。」→ 「理事長は、・・・運営体制の構
築・検証・再整備を行う」に中期計画を修正し
ます。
【１４】「大学のガバナンス改革の推進につい
て」（平成26年中教審大学分科会）において、
「学長のリーダーシップの確立」が掲げられて
いることを踏まえ、大学及び高専の組織運営
についてリーダーシップとの表現を用いていま
す。

【１２】★達成水準を修正します。
・MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）及
び府大（地域連携研究機構）との連携推進を
継続するとともに市大との連携を検討
≪現行の達成水準≫
【研究成果の発信・還元】
・MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）及び府大
（地域連携研究機構）との連携推進
・研究成果の発信、技術相談・共同研究の実施回数
の増加
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２ 組織力の向上に関する目標を達成するための措置 ２ 組織力の向上に関する目標を達成するための措置

(1) 人事給与制度
・ 国内外からの優秀な人材の確保を図るため、年俸制の導入やクロスアポ
イントメント制度の活用など、人事給与制度の柔軟化に取り組む。
(2) ダイバーシティの推進
・ 性別、年齢、国籍、障がいの有無等にとらわれないダイバーシティを推進
し、個性と能力を最大限に発揮できる環境を整備する。特に、育児・介護支
援制度などのワーク・ライフ・バランスに配慮した環境を整備することで男女
共同参画を促進し、女性研究者の積極採用や上位職への積極登用を行うと
ともに、キャリア形成支援の環境を整備し、女性教員比率を20％以上に高め
る。
(3) 職員の人材育成
・ 多様なキャリアを持つ職員が、大学・高専の特性を理解しつつ、柔軟かつ
効果的に業務を遂行できる人材力強化のための研修を体系化する。
(4) 顕彰・評価制度
・ 優れた功績を有する教職員に対して理事長や学長・校長による顕彰を行
うとともに、戦略的な大学及び高専の運営の基盤をより強化するために、職
員の人材育成やインセンティブに繋がるような評価制度の活用と深化を図
る。
・ 教員活動に関する点検・評価を継続して実施し、評価結果を教育・研究
のインセンティブに繋がるような活用を進め、評価・活用方法の検証など、制
度の改善を図る。

(1) 人事給与制度
・ 国内外からの優秀な人材の確保を図るため、年俸制の導入やクロスアポ
イントメント制度の活用など、人事給与制度の柔軟化に取り組む。
(2) ダイバーシティの推進
・ 性別、年齢、国籍、障がいの有無等にとらわれないダイバーシティを推進
し、個性と能力を最大限に発揮できる環境を整備する。特に、育児・介護支
援制度などのワーク・ライフ・バランスに配慮した環境を整備することで男女
共同参画を促進し、女性研究者の積極採用や上位職への積極登用を行うと
ともに、キャリア形成支援の環境を整備し、女性教員比率を20％以上に高め
る。
(3) 職員の人材育成
・ 多様なキャリアを持つ職員が、大学・高専の特性を理解しつつ、柔軟かつ
効果的に業務を遂行できる人材力強化のための研修を体系化する。
(4) 顕彰・評価制度
・ 優れた功績を有する教職員に対して理事長や学長・校長による顕彰を行
うとともに、戦略的な大学及び高専の運営の基盤をより強化するために、職
員の人材育成やインセンティブに繋がるような評価制度の活用と深化を図
る。
・ 教員活動に関する点検・評価を継続して実施し、評価結果を教育・研究
のインセンティブに繋がるような活用を進め、評価・活用方法の検証など、制
度の改善を図る。

３ 施設設備の有効利用等に関する目標を達成するための措置 ３ 施設設備の有効利用等に関する目標を達成するための措置

・ 研究活動の活性化と多様な研究成果の創出のため、研究施設及び設
備・機器の共同利用を推進する。
・ また、スペースチャージ制度の検討・導入を進める。

・ 研究活動の活性化と多様な研究成果の創出のため、研究施設及び設
備・機器の共同利用を推進する。
・ また、スペースチャージ制度の検討・導入を進める。

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するために取るべき措置 第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

１ 自己収入等の確保に関する目標を達成するための措置 １ 自己収入等の確保に関する目標を達成するための措置

・ 研究力向上のため、国等の競争的資金や民間企業との共同研究などに
よる外部資金獲得を戦略的に進める取組を、情報収集能力や分析力を高め
ていくことにより強化する。教育研究環境の整備に係る運営資金について
も、機動的に両大学・高専内の体制を整えながら外部資金の獲得に継続的
に取り組む。
・ 寄附金確保に向けた組織的な取組や各種料金の適正化を図るなど、自
己収入の確保を図る。

・ 研究力向上のため、国等の競争的資金や民間企業との共同研究などに
よる外部資金獲得を戦略的に進める取組を、情報収集能力や分析力を高め
ていくことにより強化する。教育研究環境の整備に係る運営資金について
も、機動的に両大学・高専内の体制を整えながら外部資金の獲得に継続的
に取り組む。
・ 寄附金確保に向けた組織的な取組や各種料金の適正化を図るなど、自
己収入の確保を図る。

２ 効率的な運営の推進に関する目標を達成するための措置 ２ 効率的な運営の推進に関する目標を達成するための措置

・ 事務処理方法（契約方法等）の改善等により、より一層の業務の効率化
及び適正化に努め、経費の節減を図る。

・ 事務処理方法（契約方法等）の改善等により、より一層の業務の効率化
及び適正化に努め、経費の節減を図る。
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第５ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するために取るべき措置 第５ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するために取るべき措置

１ 自己点検・評価の実施に関する目標を達成するための措置 １ 自己点検・評価の実施に関する目標を達成するための措置

・ 各大学及び高専は、教育・研究の質を維持・向上させるため、自己評価・
外部評価を継続して実施する。また、評価結果をフィードバックし、評価結果
に基づいた改善を行い、評価サイクルを効果的に機能させる。
・ 法人は、各大学及び高専の業務運営全般について点検・評価を実施し、
法人運営の改善に活かす。

・ 各大学及び高専は、教育・研究の質を維持・向上させるため、自己評価・
外部評価を継続して実施する。また、評価結果をフィードバックし、評価結果
に基づいた改善を行い、評価サイクルを効果的に機能させる。
・ 法人は、各大学及び高専の業務運営全般について点検・評価を実施し、
法人運営の改善に活かす。

２ 情報の提供と戦略的広報の展開に関する目標を達成するための措置 ２ 情報の提供と戦略的広報の展開に関する目標を達成するための措置

【1５】「戦略的広報」とあるにも関わらず、
内容がウェブサイトやソーシャルメディア
の活用だけになっている。戦略的な広報
と言うのであれば、積極的に外に打って
出るような取組を実施する必要があるの
ではないか。

【１５】「・・・社会への説明責任を果たすと
ともに、新大学実現に向けた取組等につ
いて、積極的に情報発信を行う。」に中期
計画を修正します。

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置 第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置 １ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置

・ 施設設備の有効活用や、安全性の確保、長寿命化、省エネルギー等の
中長期的視点に立った整備計画を策定し、計画に基づき整備を進める。
・ 良好な教育研究環境を維持するため、計画的な研究・実験機器・システ
ム等の更新を行う。

・ 施設設備の有効活用や、安全性の確保、長寿命化、省エネルギー等の
中長期的視点に立った整備計画を策定し、計画に基づき整備を進める。
・ 良好な教育研究環境を維持するため、計画的な研究・実験機器・システ
ム等の更新を行う。

【1６】 新大学を見据えたキャンパスの方
向性は、大学統合の際にはあわせて発表
されるものだと思うので、それを前提に整
備計画を立ててもらいたい。

【1６】ご指摘の点に留意して取り組みま
す。

２ 安全管理等に関する目標を達成するための措置 ２ 安全管理等に関する目標を達成するための措置

・ 教職員・学生の健康管理体制を充実するとともに、実験実習のより一層
安全な環境整備の推進を図る。
・ 法人内における危機管理体制を整備し、消防・警察・自治体等と連携した
災害時の初期対応について強化を図る。

・ 教職員・学生の健康管理体制を充実するとともに、実験実習のより一層
安全な環境整備の推進を図る。
・ 法人内における危機管理体制を整備し、消防・警察・自治体等と連携した
災害時の初期対応について強化を図る。

【1７】広報、コンプライアンス、リスクマネジメントな
どは、第3以降の法人部分に書かれているが、実際
には2大学1高専で業務を行うことになるため、法人
が主体的に取組むのは難しいと思う。最終的な責任
は法人が負うということを、構成員が認識しておか
ないと色々な問題が起きうるので、注意が必要であ
る。

【１７】今後、新法人の運営にあたっても、
ご指摘の点に留意して取り組みます。

３ 人権の尊重に関する目標を達成するための措置 ３ 人権の尊重に関する目標を達成するための措置

・ ハラスメント防止ガイドラインの適切な運用を行い、ハラスメントの防止対
策を徹底する。人権擁護に係る各種研修を実施するとともに、相談体制の
一層の周知と充実に取り組む。

・ ハラスメント防止ガイドラインの適切な運用を行い、ハラスメントの防止対
策を徹底する。人権擁護に係る各種研修を実施するとともに、相談体制の
一層の周知と充実に取り組む。

４ コンプライアンスの徹底に関する目標を達成するための措置 ４ コンプライアンスの徹底に関する目標を達成するための措置

・ 教職員等が法令を遵守しつつ、教育・研究・社会貢献の使命を果たすと
共に、健全で適正な運営と、社会的信頼維持のために、コンプライアンスを
推進する。
・ 学術研究の信頼性と研究費の適正管理を維持するため、研究不正及び
研究費不正使用を防止するための取組を継続的かつ効果的に進める。

・ 教職員等が法令を遵守しつつ、教育・研究・社会貢献の使命を果たすと
共に、健全で適正な運営と、社会的信頼維持のために、コンプライアンスを
推進する。
・ 学術研究の信頼性と研究費の適正管理を維持するため、研究不正及び
研究費不正使用を防止するための取組を継続的かつ効果的に進める。

【１８】 コンプライアンスの徹底について、
具体的には、どのようなことを行うのか。

【１８】具体的には、法令、内規等に基づく、適
切な業務管理の徹底に向けた研修や研究者
の研究倫理・コンプライアンス教育の徹底、及
び、規程等の適切な運用を図るためのe-
learning等を実施します。

(1) 法人情報の提供
・ 法人の中期目標・計画、年度計画、事業概要等を府民・市民等へわかり
やすく公表・発信することにより、社会への説明責任を果たすとともに、新大
学実現に向けた取組等について、積極的に情報発信を行う。
(2) 府大及び高専の情報の提供と戦略的広報
・ シラバス等を含む教育情報や研究シーズなどの研究情報をはじめとする
自らの諸活動について広く情報を公開する。オープンアクセスを推進し、
オープンデータの具体化にも取り組むことによりオープンサイエンス体制の
全学的整備を検討する。
・ パブリシティに効果的に取り組むとともに、ウェブサイトやソーシャルメディ
アなどの活用による戦略的な広報活動を推進し、ブランド力の強化を図る。
また、様々な学生の受入れを促進する観点からの入試広報の検討や、各種
大学ランキングへの成果反映の観点からの情報発信の検討等に取り組む。
(3) 市大の情報の提供と戦略的広報
・ 「知と健康のグローカル拠点」として、大阪市のシンクタンク拠点となるブ
ランドを高めるために総合大学の幅広い分野の「研究広報」をより一層戦略
的に行う。
・ ターゲット別の広報を強化する。市民への広報活動（意見聴取、情報発
信、知見の提供等）の強化をはかり、公立大学としてより一層ステークホル
ダーや地域から愛される大学を目指す。
・ キャンパス内に点在している歴史的資源を案内する標識等の整備を進
め、市大の魅力を広く紹介・発信する。

(1) 法人情報の提供
・ 法人の中期目標・計画、年度計画、事業概要等を府民・市民等へわかり
やすく公表・発信することにより、社会への説明責任を果たす。
(2) 府大及び高専の情報の提供と戦略的広報
・ シラバス等を含む教育情報や研究シーズなどの研究情報をはじめとする
自らの諸活動について広く情報を公開する。オープンアクセスを推進し、
オープンデータの具体化にも取り組むことによりオープンサイエンス体制の
全学的整備を検討する。
・ パブリシティに効果的に取り組むとともに、ウェブサイトやソーシャルメディ
アなどの活用による戦略的な広報活動を推進し、ブランド力の強化を図る。
また、様々な学生の受入れを促進する観点からの入試広報の検討や、各種
大学ランキングへの成果反映の観点からの情報発信の検討等に取り組む。
(3) 市大の情報の提供と戦略的広報
・ 「知と健康のグローカル拠点」として、大阪市のシンクタンク拠点となるブ
ランドを高めるために総合大学の幅広い分野の「研究広報」をより一層戦略
的に行う。
・ ターゲット別の広報を強化する。市民への広報活動（意見聴取、情報発
信、知見の提供等）の強化をはかり、公立大学としてより一層ステークホル
ダーや地域から愛される大学を目指す。
・ キャンパス内に点在している歴史的資源を案内する標識等の整備を進
め、市大の魅力を広く紹介・発信する。

（府大における取組み）

■ブランド力の強化に向けた取組み

・卒業生等に向けたメールマガジンを週１回、

約6,600名に発信

・Webサイトを補完するWebマガジン
・探索サイト"Find Out"による情報発信

（"Find Out"については、学習支援アプリ上に

有料バナーを掲載し、延べ5,130,613件
のバナー閲覧があった。）

を強化。
■入試広報活動

・高校訪問や「高校生のための授業体験

WEEK」（参加者数243名）などを実施。

■各種「大学ランキング」へデータを提供

■大阪市大との共同・連携化の取組み

・府大・市大両理事長による共同記者会見

（2018/3/1）
・府大・市大大学院生合同チーム知事賞受

賞時の共同広報（2016/11/1）の実施

(市大における取組み）

・プレゼンスを高める目的の広報として、市大

情報の発信強化による、プレスリリース・記者

懇談会等を通した新聞・テレビ・雑誌掲載やス

テークホルダーとのコミュニケーション強化等

の受験者等へ向けた取組を計画している。

一方、高校生や保護者に対しての広報活動

は、受験市場における本学の位置づけから、

志望意欲の向上や入学後のミスマッチを防ぐ

本学理解を主目的に、入試広報として、会場

ガイダンスは前年度の来場者数・質問内容・

参加大学等を、高校訪問は他大学への進学

実績と本学の受験実績等の分析を、毎年度

行い、PDCAサイクルによる効果・効率を踏ま

えた経常的取り組みを行っている。

<入試広報 年間 目安>
・進学ガイダンス－25～30会場(金沢・福井・
名古屋・高松・松山 含む)
・3大学(府大・市大・関大)合同入試説明会－4
会場(名古屋・岡山・広島・福岡)
・高校(訪問・ガイダンス)－40～50校
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５ リスクマネジメントの徹底に関する目標を達成するための措置 ５ リスクマネジメントの徹底に関する目標を達成するための措置

(1) リスクマネジメントの徹底
・ 安全保障輸出管理等その他研究者のリスク回避を徹底する仕組みの整
備、運用を図る。
・ 情報環境の変化に適応したセキュリティ対策を含む情報システムを構築
し、維持・管理する。また、情報セキュリティに対する意識啓発を継続的に実
施する。
(2) 国際交流の安全対策
・ 海外危機管理訓練の実施、外部機関との連携、海外渡航登録の促進・
活用を通じて海外危機管理についての意識向上と体制・管理能力の強化を
図る。

(1) リスクマネジメントの徹底
・ 学術研究の信頼性及び公平性を確保するため、安全保障輸出管理等そ
の他研究者のリスク回避を徹底する仕組みの整備、運用を図る。
・ 情報環境の変化に適応したセキュリティ対策を含む情報システムを構築
し、維持・管理する。また、情報セキュリティに対する意識啓発を継続的に実
施する。
(2) 国際交流の安全対策
・ 海外危機管理訓練の実施、外部機関との連携、海外渡航登録の促進・
活用を通じて海外危機管理についての意識向上と体制・管理能力の強化を
図る。

【１９】学術研究の信頼性・公平性のため
に、安全保障輸出管理をするのではない
ので、「学術研究の信頼性及び公平性の
確保、安全保障輸出管理等その他・・・」と
並列して書くべきでは。
【２０】大学病院の安全管理の重要性につ
いて、昨今よく言われることであるので、
新たに附属病院の項目に加えて記載す
べきではないか。

【１９】「学術研究の信頼性及び公平性を
確保するため、」を削除します。
【２０】７ページの（５）の「ア 高度・先進医
療の提供」に「医療安全管理体制を確保
し、患者本位の安全かつ良質な医療を提
供する。」と記載しているところです。
なお、新法人の運営にあたっても、ご指摘
の点に留意して取り組んでまいります。

６ 支援組織の強化に関する目標を達成するための措置 ６ 支援組織の強化に関する目標を達成するための措置

(1) 海外同窓会等との連携
・ 府大では、海外同窓会の設立の支援や、海外在住の同窓生ネットワーク
を活用した広報活動を実施する。
・ 市大では、海外におけるホームカミングデーの実施など海外同窓会組織
への支援や、卒業留学生のネットワーク体制の拡大を図り、海外同窓会や
卒業留学生等との連携を強化する。
(2) サポーターとの連携強化
・ 府大及び高専では、支援者や地域からの理解をより深めるため、後援会
や同窓会等との連携を強化し、学生の諸活動への支援に取り組むとともに、
その活動の情報共有や情報発信の充実に取り組む。
・ 市大では、教育後援会や同窓会との連携を強化し、保護者、卒業生、寄
附者、支援企業等のサポーターとのネットワークづくりを推進する。

(1) 海外同窓会等との連携
・ 府大では、海外同窓会の設立の支援や、海外在住の同窓生ネットワーク
を活用した広報活動を実施する。
・ 市大では、海外におけるホームカミングデーの実施など海外同窓会組織
への支援や、卒業留学生のネットワーク体制の拡大を図り、海外同窓会や
卒業留学生等との連携を強化する。
(2) サポーターとの連携強化
・ 府大及び高専では、支援者や地域からの理解をより深めるため、後援会
や同窓会等との連携を強化し、学生の諸活動への支援に取り組むとともに、
その活動の情報共有や情報発信の充実に取り組む。
・ 市大では、教育後援会や同窓会との連携を強化し、保護者、卒業生、寄
附者、支援企業等のサポーターとのネットワークづくりを推進する。

第７ 両大学の統合等に関する目標を達成するために取るべき措置 第７ 両大学の統合等に関する目標を達成するために取るべき措置

１ 両大学の統合による新大学実現へ向けた取組の推進に関する目標を達成するための措置 １ 両大学の統合による新大学実現へ向けた取組の推進に関する目標を達成するための措置

・  新大学の実現に向けた準備を円滑に進めるため、教育研究組織やキャ
ンパスの再編、３ポリシー、教育カリキュラム、入試科目などについて、理事
長のマネジメントのもと検討を進め、計画的に取り組んでいく。
・  特に、キャンパスの再編にあたっては、大阪府及び大阪市と緊密に連携
しながら、学生の利便性や円滑な教育研究活動の実施に配慮し、取り組ん
でいく。
・  新大学の実現に向けた検討にあたっては、学生・卒業生をはじめ関係者
から広く意見を聴くよう努める。

・ 大阪府及び大阪市と連携しつつ、新大学の実現に向け具体的な検討・手
続きを進める。検討にあたっては、学生・卒業生をはじめ関係者から広く意
見を聴くよう努める。
・ 新大学の実現を見据えた現キャンパスの課題・方向性について引き続き
検討する。

【２１】
○「はじめに」で「2大学1高専のシナジー効果」
という表現があるが、それ以降第7以外であま
り出てこない。例えば高専のように、両大学の
「教育」「研究」の項目に「連携を深める」という
ような表現を入れるか、第7－2をより具体的に
するべきではないか。
○統合によるシナジー効果を、実際の統合よ
り先に社会に知らせていくことが重要。経営統
合が先行して、実際の業務提携が遅れている
ように感じる。「はじめに」にある「～準備を進
めつつ、」という表現が弱いように思うので、具
体的に計画にシナジー効果について記載をす
べき。
○中期目標に「2022年度」と明記しているの
に、中期計画にはない。例えば入試について
など、2022年度の統合に向けての取組を具体
的に書くべき。
○第7の書き方が非常に弱い。統合まで時間
がないので、より具体的に記載すべき。

【２１】
○左記のとおり中期計画を修正します。
★達成水準を修正します。
・新大学に係る教育研究組織やキャンパ
スの再編、３ポリシー、教育カリキュラム、
入試科目などの検討
 ・新大学実現に向けて中長期的なキャン
パス計画を検討
・新大学の実現に向けた検討にあたり、学
生・卒業生をはじめ関係者からの意見聴
取を実施
≪現行の達成水準≫
・新大学に係る教育研究組織の検討
・新大学の教育研究組織を検討するにあたり、ス
テークホルダーからのヒアリングを実施
 ・新大学実現に向けて長期的なキャンパス計画を
検討

２ 両大学の連携の推進に関する目標を達成するための措置 ２ 両大学の連携の推進に関する目標を達成するための措置

・ 法人統合を機に、新大学実現に先行して、両大学それぞれの特色や強
みをいかしながら、これまで以上に教学面の連携をより強化し、施設の共同
利用や単位互換、共同研究など大学業務や教育研究等の共同実施にさら
に積極的に取り組む。
・ 「都市シンクタンク」機能や「技術インキュベーション」機能の窓口を一本
化し、公立大学として設立団体と連携しながら機能充実・強化を図る。

・ 法人統合により、教学面の連携をより強化し、大学業務や教育研究等の
共同実施などをさらに推進する。
・ 「都市シンクタンク」機能や「技術インキュベーション」機能の窓口を一本
化し、公立大学として設立団体と連携しながら機能充実・強化を図る。

【２１】の委員意見関連 【２１】
○左記のとおり中期計画を修正します。
★達成水準を修正します。
・各大学・高専に係る施設の共同利用や
単位互換、共同研究など大学業務や教育
研究等の業務の連携・共同化の実施
≪現行の達成水準≫
・各大学・高専に係る業務の連携・共同化の実施
・「都市シンクタンク」機能、「技術インキュベーショ
ン」機能を通じた設立団体との連携事業の企画・実
施
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